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本資料は中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

(中小企業金融円滑化法)第 7条第 1項に基づく説明書類です。 
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金融円滑化に向けた取組み状況 

（注）資料中「法」「府令」とは、それぞれ「中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する法律」「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための

臨時措置に関する内閣府令」のことを指します。 
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１．金融円滑化に関する基本方針 
 
  ※ 府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針 
 

 

 

 

 

 
はじめに 

静岡銀行では、従来から基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、

地域金融機関として、お客さまの資金需要にきめ細かく対応するよう努めております。 

また、平成 15 年にお客さまの経営改善、事業再生を支援する企業サポート部を設置した

ほか、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーの資格を有する者を中心に本部・

各営業拠点において、お客さまの様々な経営課題やライフプランのご相談に応じ、その解決

に向けたご提案・サポートにも積極的に取り組んでおります。特に、厳しい経営環境に直面

するお客さまとは積極的な対話を通じて、資金需要に迅速に対応するよう努めることは

もちろん、販路開拓・技術提携等の機会をご提供するビジネスマッチング、加えて静岡銀行

グループの総合金融機能を活用した再生ファンド、産活法に基づく債務保証制度活用など

個別の事案に応じた最適な手法による経営改善・事業再生等のサポートにも取り組んで

おります。 

平成 20 年 9 月のリーマンショック以降の急激な経済情勢の悪化に対しては、地域の

経済基盤を守るという使命を果たすため、企業サポート部の人員を大幅に増員するなど、

環境の変化に応じた組織体制の強化も迅速かつ積極的に行っております。 

さらに、地域経済の将来を担う人材育成を支援する次世代経営者塾「Shizuginship」の

運営など、お客さまのライフサイクルに応じたサポートも実施しております。 

静岡銀行は、お客さまへのサポートに多面的に取り組んでまいりましたが、中小企業金融

円滑化法の施行という社会的要請に積極的に応えることで、従来からの取組みをより一層

強化し、地域の経済・産業や社会・文化の発展に寄与するとともに、地域経済の安定かつ

円滑な資金供給の担い手としての役割を果たしてまいります。 

 
１．金融円滑化管理体制 

（１）取締役会の役割 
取締役会は、この基本方針に則り、金融円滑化に必要な管理（以下「金融円滑化管理」

といいます。）を目的に、金融円滑化管理委員会および金融円滑化管理統括責任者を

設置し、その体制が有効に機能しているかを検証します。 

（２）金融円滑化管理委員会の設置 
平成 21 年 12 月に、代表取締役頭取を委員長とする「金融円滑化管理委員会」を新た

に設置し、金融円滑化管理に係る取組み状況を適切に把握しつつ、一層の金融円滑化

に資するよう行内の管理体制の整備・強化を推進しております。 

（３）金融円滑化管理統括責任者等の設置 
Ａ．金融円滑化管理統括責任者 
審査部・企業サポート部の担当役員を金融円滑化管理統括責任者とし、取締役会

および金融円滑化管理委員会のもと、金融円滑化管理の適切性、十分性および実効性

の確保に向けて、金融円滑化管理部署、金融円滑化管理責任者および金融円滑化管理

担当者に対する指示をはじめ、金融円滑化管理の全般を統括します。 
Ｂ．金融円滑化管理部署 

   本部内の審査部審査企画グループを金融円滑化管理部署とし、金融円滑化管理統括

責任者の指示のもと、金融円滑化管理に必要な情報を集約し、金融円滑化管理の適切

な運営、検証および必要な改善を行います。 
Ｃ．金融円滑化管理責任者および金融円滑化管理担当者 

   営業店（ビジネスステーションを含む）およびローンセンターの各営業拠点長を

金融円滑化管理責任者、各営業拠点の役席行員１名を金融円滑化管理担当者とし、

静岡銀行は、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、銀行のもつ  
社会的責任と公共的使命を常に認識し、地域の経済・産業や社会・文化の発展に  
寄与するべく、地域金融の円滑化に積極的に取り組みます。 
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金融円滑化管理統括責任者および金融円滑化管理部署からの指示のもと金融円滑化

管理の整備・強化を図ります。 

（４）苦情相談窓口 
   従来からお客さまサービス室にてお客さまからの苦情をお受けしていますが、

金融円滑化に係る融資条件変更等に関する苦情も、従来同様お客さまサービス室にて

お受けする体制とし、お客さまサービス室では、本部各部署、営業拠点と連携して

苦情解決に向け対応します。 
 
２．融資審査  

（１）融資審査の基本姿勢 
   静岡銀行は、機械的・画一的に融資判断を行うことなく、お客さまの事情を

きめ細かく把握した上で融資判断を行います。また、過度に担保や保証に依存する

ことなく、お客さまの技術力・成長性や事業そのものの採算性・将来性を含めた

融資判断を行います。 

（２）融資審査能力向上への取組み 
   静岡銀行は、融資審査に関する講習会の充実、資格取得支援を通じて、お客さまの

課題を解決できる人材、お客さまにとっての新たな需要や付加価値のご提案ができる

人材の育成に努め、この基本方針の趣旨に則った職員の融資審査能力の向上を

図ります。 
 

３．融資条件変更等のお申込みへの対応 

（１）融資条件変更等のお申込みに対する基本姿勢 
静岡銀行は、融資条件変更等のお申込みに対しては、誠実かつ真摯に対応します。

特に、経済環境変化の影響を受けやすい中小企業・住宅ローン利用のお客さまからの

融資条件変更等のお申込みに対しては、できる限りご希望に沿えるよう努めます。 

（２）中小企業のお客さまへの対応 
静岡銀行は、お客さまの事業の特性や状況を勘案しつつ柔軟に対応するとともに、

他の金融機関や政府系金融機関、中小企業再生支援協議会、信用保証協会等が関係

している場合には、当該関係者との緊密な連携に努めます。また、事業再生 ADR 手続

（産活法に基づく特定認証紛争解決手続をいいます。）の実施依頼の確認、企業再生

支援機構からの債権買取申込み等に対しても、同様に当該関係者と緊密に連携し、

迅速かつ適切な対応に努めます。 

（３）住宅ローン利用のお客さまへの対応 
静岡銀行は、お客さまの状況を十分に考慮し、お客さまの将来に亘る無理のない

ご返済に向けて、最大限の対応に努めます。また、他の金融機関、住宅金融支援機構、

保証会社が関係している場合には、当該関係者との緊密な連携に努めます。 
 

 ４．お客さまへのサポート 

（１）経営相談、経営改善支援 
静岡銀行は、お客さまの経営相談に真摯に対応し、経営改善に向けた取組みを積極的

に支援します。また、ビジネスマッチングに関する情報提供等、静岡銀行グループの

情報機能やネットワークを最大限活用して支援します。 

（２）お客さまへの丁寧な説明 
   静岡銀行は、融資のご相談・ご契約の際にはお客さまにご不明な点が生じないよう、

丁寧な説明を心がけます。特に審査の結果、お申込みをお断りする場合、または

お申込み時の条件と異なる条件となる場合には、できる限り具体的に理由をご説明

し、お客さまのご理解とご納得が得られるよう努めます。 

（３）お客さまからのご意見・ご要望等への対応 
   静岡銀行は、各営業拠点でお客さまからいただいたご意見、ご要望等を本部に集約し、

組織全体で真摯に受け止め、業務改善・再発防止等に役立てます。 
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２．融資条件変更等のお申込みに係る対応の把握体制 

 
  ※ 府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握

するための体制の概要 
 
（１）静岡銀行では、営業店(ビジネスステーションを含みます)およびローンセンター   

(以下｢営業店等｣といいます)にて、融資条件変更等のお申込み(以下｢お申込み｣と 

いいます)を随時受け付けています。 

（２）お申込みがあった場合には、営業店等の担当者がご希望される融資条件変更等の  

内容、お申込みの経緯、案件の検討状況について融資・渉外活動のために利用して  

いるシステムに記録を行います。 

 （注）上記記録については、府令第 6 条第 2 項に定める期間を満たす静岡銀行所定

の期間、適切に保管します。 

（３）上記記録については、毎営業日、各役職者を通じて金融円滑化管理担当者および    

金融円滑化管理責任者に報告するとともに、金融円滑化管理部署をはじめとする本部

の関係部署が随時点検できる仕組みとしています。 

（４）営業店等では、お申込みのあった案件の検討が正当な理由なく長期化することに  

より、お客さまにご迷惑がかからないように、金融円滑化管理担当者または    

金融円滑化管理責任者が各役職者・担当者を適切に指導します。 

（５）検討の結果、お客さまのご希望に添えずにお断りする場合、またはお客さまから   

お申込みの取り下げがある場合には、本部がその状況を適切に把握できるように、 

その具体的な理由について上記(2)と同様に記録を行います。 

なお、お断りする場合、法施行前は一定の条件を満たすときは営業店等の店長の  

判断で行うことも認めていましたが、法の施行を機に全て本部の審査部または   

企業サポート部による承認を必要とする体制に変更いたしました。 

（６）金融円滑化管理部署である本部の審査部審査企画グループでは、営業店等における  

お申込みへの対応状況を随時監視し、必要に応じて金融円滑化管理統括責任者である

審査部・企業サポート部所管役員に報告します。 

（７）営業店等は、定期的にお申込みに対する諾否、検討の進捗状況等を審査企画グループ

に報告し、これを審査企画グループが取りまとめて金融円滑化管理委員会に報告  

します。 

（８）金融円滑化管理委員会は、上記報告により行内の金融円滑化の取組み状況を適切に 

把握し、一層の金融円滑化に貢献できるよう行内体制の整備・強化を推進するととも

に、金融円滑化管理委員会の審議内容については、定期的に取締役会に報告する体制

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

　
 

お
客
さ
ま

（
中
小
企
業
・
住
宅
ロ
ー
ン
ご
利
用
者

）

営　　業　　店
ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ
ﾛ ｰ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

各
企
業
の
担
当
者
・
窓
口
担
当
者

金
融
円
滑
化
管
理
責
任
者

　　金融円滑化管理委員会

委員長（頭取）

金融円滑化管理統括責任者＝副委員長
（審査部・企業ｻﾎﾟｰﾄ部所管役員）

　顧客ｻﾎﾟｰﾄ等管理責任者、
　顧客説明管理責任者等の役員

関連部の部長

委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
=

金
融
円
滑
化
管
理
部
署

報
告

コンプライアンス会議

指
示

 報告

　改善
　指示

苦情相談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役
会

　　
　
　
　
　
支
店
サ
ポ
ー
ト
部
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
室

　
　
　
　
金
融
円
滑
化
苦
情
相
談
窓
口

本部における
苦情相談窓口

苦情相談

 報告

　改善
　指示

 報告

 報告

　改善
　指示

　改善
　指示

 報告

　改善
　指示

 報告

　改善
　指示

 報告

　改善
　指示

３．融資条件変更等に係る苦情相談の受付体制 
 
  ※ 府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を 

適切に行うための体制の概要 
 
（１）苦情相談の全般的な受付体制 

①  静岡銀行では、従来からお客さまからの苦情相談を本部の支店サポート部お客さま 

サービス室、および営業店等の窓口で受け付けています。 

②  受け付けた全ての苦情相談(融資条件変更等に係る苦情相談を含みます)は、その  

具体的な内容と対応の進捗状況を適切に管理するために利用しているシステムに 

記録を行います。 

 （注）上記記録については、府令第 6 条第 2 項に定める期間を満たす静岡銀行   

所定の期間、適切に保管します。 

③  営業店等で苦情相談を受け付けた場合にも、上記システムに必ず記録し、受付日の 

翌営業日までに所属長を通じてお客さまサービス室に報告する仕組みとしています。 

④  受け付けた苦情相談に対しては、営業店等、お客さまサービス室、本部の関係部署が

連携して真摯に対応します。 

⑤ お客さまサービス室は、受け付けた苦情相談の対応状況を随時監視しており、   

必要に応じて営業店等が適切に対応するように指示を行います。 

⑥ お客さまサービス室は、毎営業日、受け付けた全ての苦情相談の内容を経営陣に  

報告し、経営陣は、営業店等、本部の関係部署に適切に対応するよう必要な指示を  

随時行います。 

⑦ また、お客さまサービス室は定期的に苦情相談の内容と対応の進捗状況を取りまとめ、

コンプライアンス会議を通じて取締役会に報告し、経営陣は各段階で改善策などの 

必要な指示を行います。 
 
（２）融資条件変更等に係る苦情相談の受付体制 

① さらに、静岡銀行では、一層の金融円滑化に貢献できるように、平成 21 年 11 月   

からお客さまサービス室に兼務者２名を増員し、融資条件変更等に係る苦情相談に 

ついても、お客さまサービス室にて受け付ける体制としています。 

②  融資条件変更等に係る苦情相談については、上記(1)⑦とは別に、お客さまサービス

室にて定期的に取りまとめて金融円滑化管理委員会に報告します。 

③ 金融円滑化管理委員会は、上記報告により融資条件変更等に係る苦情相談の受付・ 

対応状況を適切に把握し、相談内容の分析および改善策の検討を行うとともに、  

融資条件変更等に係る苦情相談の受付・対応状況については、定期的に取締役会に 

報告する体制としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資条件変更等に係る苦情相談窓口 

本部(金融円滑化苦情相談窓口)： 支店ｻﾎﾟｰﾄ部お客さまｻｰﾋﾞｽ室（℡054-261-3131） 
 営業店等： 各営業店等の窓口
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４．経営改善・事業再生支援に係る体制 

 
  ※ 府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に

係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 
 
 

静岡銀行では、法施行前の平成 20 年 9 月より、経営改善・事業再生支援等の専門部署で

ある企業サポート部の人員を増員するなど、本部、営業店が一体となって経営改善・   

事業再生支援に積極的かつ継続的に取り組んでいます。こうした体制のもとお客さまから

の経営相談には真摯に対応し、経営改善・事業再生に向けて、静岡銀行グループの    

情報機能やネットワークを最大限に活用するなど、きめ細かい対応を行っています。 
 
 
（１）融資条件変更等の実行後における継続的な支援 

① 営業店は、融資条件変更等を行った中小企業のお客さまに対して、経営状況に関する

継続的なご相談に応じ、内容に応じた適切な助言・提案等を行っています。 

② お客さまから要請がある場合には、経営改善計画の策定を支援するとともに、   

経営改善計画を策定されたお客さまに対しては、その実現に向けて継続的な支援を 

行います。 

 

（２）各種手法を活用した経営改善、事業再生 

① 営業店の店長は、経営改善・事業再生支援にあたって、本部の専門的なノウハウが  

必要となると判断した場合には、随時審査部に相談します。 

② 審査部は、案件審査時など、お客さまに対する経営改善・事業再生支援が必要と判断

した場合には、随時、営業店に指導・指示を行います。 

③ 審査部では、企業サポート部をはじめとする本部の関係部署の協力が必要と判断した

場合には、随時連携して対応する体制としています。 

④ 企業サポート部は、中小企業のお客さまのライフサイクルに応じた具体的な    

支援手法を検討し、静銀経営コンサルティング㈱、静岡キャピタル㈱等の活用、   

中小企業再生支援協議会をはじめとする外部機関の活用、ＤＤＳ(注)の活用など、  

様々な手法により支援を行います。 

(注) ＤＤＳとは、金融機関が既存の貸出債権を他の債権よりも弁済順位の劣後

する貸出債権に変更することをいいます。 

 

（３）対応状況の把握体制 

① 営業店は、経営改善・事業再生に向けた経営相談、助言・提案等の各種支援の状況を

融資・渉外活動のために利用しているシステムに記録を行います。 

② 上記記録については、随時、各役職者を通じて金融円滑化管理担当者および    

金融円滑化管理責任者に報告するとともに、金融円滑化管理部署をはじめとする本部

の関係部署が随時点検できる仕組みとしています。 

 

（４）その他の取組み 

① 静岡銀行では、営業店の店長自らが定期的にお客さまを訪問し、在庫・資金繰り・  

受注状況をお伺いするなど、経営のご相談に応じています。 

② 経営改善・事業再生を担う人材を育成するため、行内研修制度の強化にも努めており、

企業分析、資金繰り分析などのスキルアップを図り、企業の実態把握力、問題解決力

の向上に継続的に取り組んでいます。 
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５．中小企業のお客さまに対する融資条件変更等の実施状況 

（注）以下、金額はお申込み時点の債権額、件数は債権単位です。 

【表１】 お申込みを受けた貸付債権の額 
（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

53,914 192,814 345,132

32,475 113,211 199,351

18,991 100,270 179,054

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の額

0 0 0

0 1,378 3,872

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の額

0 0 0

13,483 10,599 13,848

0 963 2,576

21,439 79,602 145,781

15,541 70,626 133,234

0 629 2,137

うち、信用保証協会等が債務の保
証を応諾する旨の判断を示した貸
付債権の額

0 275 1,110

5,898 8,136 9,304

0 210 1,105

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受
けていた貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権
の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受
けていなかった貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

※

※

 
 

【表２】 お申込みを受けた貸付債権の数 
（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

1,991 7,630 14,113

529 2,058 3,808

279 1,735 3,303

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0

0 39 98

うち、信用保証協会が条件変更対
応保証を応諾する旨の判断を示し
た貸付債権の数

0 0 0

250 261 345

0 23 62

1,462 5,572 10,305

933 4,847 9,257

0 78 193

うち、信用保証協会等が債務の保
証を応諾する旨の判断を示した貸
付債権の額

0 37 96

529 615 752

0 32 103

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受
けていた貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権
の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受
けていなかった貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

※

※

 
(注 1) 申込みには、貸付けの条件の変更等に関して書面または口頭によりお申込みがあったものに加え、事前の 

ご相談段階のものも含みます。 
(注 2) 謝絶に係る貸付債権計 6,009 百万円/291 件(※)のうち、お申込みから 3 ヵ月経過するなどし、みなし謝絶

として計上している額は 5,596 百万円/277 件です。当該債権については引続き審査を行い、平成 22 年 7
月末迄に 2,697 百万円/104 件が実行に至っています。 

(注 3)  受け付け後 1 ヵ月以上経過した貸付債権については、本部によるモニタリングを実施し審査期間の長期化 
防止に努めています。 
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【表３】 お申込みを受けた貸付債権の額〔お申込者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 
（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

10,163 30,885 53,308

4,818 25,747 45,607

0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 322 1,749

0 10 60

うち、審査中の貸付債権の額 5,344 4,783 4,917

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 31 1,034

うち、他の金融機関により法の施行日以後にな
された貸付けの条件の変更等の実行を認識し
ていた場合の貸付債権の額

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸
付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施
行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたこ
とを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等
の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額

※

 
 

【表４】 お申込みを受けた貸付債権の数〔お申込者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

177 564 1,086

38 446 908

0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 5 35

0 1 9

うち、審査中の貸付債権の数 139 108 122

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 5 21

うち、他の金融機関により法の施行日以後にな
された貸付けの条件の変更等の実行を認識し
ていた場合の貸付債権の数

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸
付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施
行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたこ
とを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等
の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数

※

 
 
(注 1) 申込みには、貸付けの条件の変更等に関して書面または口頭によりお申込みがあったものに加え、事前の 

ご相談段階のものも含みます。 
(注 2) 謝絶に係る貸付債権 1,749 百万円/35 件（※）のうち、お申込みから 3 ヵ月経過するなどし、みなし謝絶     

として計上している額は 1,437 百万円/32 件です。当該債権については引続き審査を行い、平成 22 年 7月
末迄に 939 百万円/17 件が実行に至っています。 

(注 3) 受け付け後 1 ヵ月以上経過した貸付債権については、本部によるモニタリングを実施し審査期間の長期化 
防止に努めています。 
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６．住宅ローン利用のお客さまに対する融資条件変更等の実施状況 

（注）以下、金額はお申込み時点の債権額、件数は債権単位です。 

 

 

【表５】 お申込みを受けた貸付債権の額 
（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

1,404 4,458 8,056

50 2,108 4,768

0 451 993

1,354 1,567 1,564

0 330 730うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

※

 
 

【表６】 お申込みを受けた貸付債権の数 
（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

99 297 536

6 128 314

0 30 66

93 108 103

0 31 53うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

※

 
 
(注 1) 申込みには、貸付けの条件の変更等に関して書面または口頭によりお申込みがあったものに加え、事前の 

ご相談段階のものも含みます。 
(注 2) 謝絶に係る貸付債権 993 百万円/66 件（※）のうち、お申込みから 3ヵ月経過するなどし、みなし謝絶とし

て計上している額は 901 百万円/61 件です。当該債権については引続き審査を行い、平成 22 年 7月末迄に
526 百万円/31 件が実行に至っています。 

(注 3) 受け付け後 1 ヵ月以上経過した貸付債権については、本部によるモニタリングを実施し審査期間の長期化 
防止に努めています。 

 

 

 

以 上 


